
免許番号（鉄道貨物運送） ： 自小第116号

貨物利用運送事業者番号 ：

一般貨物自動車運送事業者番号 ：

株式会社　合通ロジ

　第二種貨物利用運送事業者

　　 認可営業所 ： カネカ大阪配送センター 百済貨物ターミナル支店

カネカ高砂配送センター 安治川営業所

堺泉北支店 神戸貨物ターミナル支店

摂津支店 姫路貨物支店

北大阪支店 門真流通センター

北大阪流通センター 近畿配送センター

高槻配送支店 北海道支店

北大阪配送センター

吹田貨物ターミナル支店

大阪貨物ターミナル支店

和歌山営業所

１． 鉄道運送に係る運送機関の種類 ： 鉄道貨物運送

２．利用運送の区間

拠 点 駅 仕 向 駅

・吹田貨物ターミナル駅 ・日本貨物鉄道㈱の貨物取扱駅

・百済貨物ターミナル駅

・安治川口駅

・大阪貨物ターミナル駅

・和歌山コンテナ代行基地

・神戸貨物ターミナル駅

・姫路貨物駅

・京都貨物駅

・東室蘭駅

３．業務の範囲

①一般事業

②鉄道貨物運送の種類

コンテナ輸送　　

③特殊な分野の鉄道貨物輸送に限って事業を行うかどうかの別

行わない

４．貨物の集配を行う地域 →　　　近畿一円、北海道一円

更新日：2025年10月1日
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